
令和５年１０月号

見野駐在所だより

１空き家の定期的な管理
郵便受けなどに郵便物などが溜まっていると、泥棒に長期不在であることを

知られてしまい、狙われるおそれがあります。定期的な管理を行い、長期不在

であることをさとられないようにしましょう。

２空き家内に貴重品を置かない
泥棒は現金や貴金属などの貴重品を狙っています。

空き家内に貴重品を置かないように注意しましょう。

３不審者など、発見時の110番
普段から見慣れない人が空き家を見ている、下見をしているような不審な車

両を見つけたなどの際は、躊躇せずに110番通報をお願いします。

４近所住民との連携
空き家の近所の住民の方に、空き家であることを伝え、犬の散歩をするとき

など、気にかけて見てもらうなど連携して、被害を防止しましょう。

令和５年１０月１１日（水）～令和５年１０月２０日（金）

みんな でつくろう 安心の町
運動の重点

・子供と女性の犯罪被害防止
防犯ブザーの活用や人通りの多い道を使って家に帰りましょう！

・特殊詐欺被害防止
警察官、市役所、銀行職員がお金の話をするのは詐欺です！

コンビニでカードを買わせるのは詐欺です！一度落ち着いて、まず相談！！
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